
白山国立公園の公園区域及び公園計画の変更に関する

パブリック・コメントの実施結果について

１．概要

平成24年１月５日（木）から２月３日（金）までの間、今回の変更に対する国

民の皆様からのご意見を募集した結果について公表します。

また、中央環境審議会自然環境部会においても、これらの結果を報告します。

２．変更に対する国民からの意見募集の結果

【意見提出数】

・電子メールによるもの １通

【整理した意見総数】

・今回の変更案に係るもの ３件

【ご意見と対応方針】

資料１のとおり

３．今後の予定

平成24年３月 中央環境審議会に変更案を諮問

平成24年３月 中央環境審議会より答申

平成24年５月 中央環境審議会の答申を踏まえ、変更内容を官報告示



（資料１）

番号 ご意見の概要 件数 対応方針

1

　編入される区域内には、水力発電所の取水施
設、管理用道路（車道、歩道）、電柱等の既存
工作物が多数存在する。変更計画の施行に際し
ては、これら、既存工作物に対して、色彩や形
態等の現状を変更させる等の新たな規制が生じ
ないよう要望する。 1

　編入される区域内にある既存の工作物につ
いては、その色彩や形態等を変更する必要は
ありません。
　なお、国立公園編入後に、これらの既存の
工作物を改築又は増築等する場合には、自然
公園法第20条第３項の規定に基づく許可を受
けて行っていただく必要があります。

2

　編入される区域内（現在：奥越高原県立自然
公園）において、福井県の自然公園条例に基づ
く許可を得て水力発電設備の改築工事を実施中
である。変更計画の施行に際しては、工事中の
工作物に対して、許可内容及び工事内容の変更
が生じないよう要望する。

1

　水力発電設備の改築工事が国立公園編入後
まで継続する場合は、国立公園編入後３ヶ月
以内に、自然公園法第20条第６項に基づく既
着手行為の届出をしていただければ、福井県
立自然公園条例に基づき許可を得た内容によ
り、水力発電設備の改築工事を行うことがで
きます。

3

　白山国立公園管理計画書（平成23年10月）の
P10許可・届出等取扱方針の行為の種類に、水力
発電設備が規定されていないことにより、変更
計画の施行後に実施する発電設備の改築工事等
の協議において、過剰な規制を指導されること
のないよう要望する。 1

　国立公園編入後において、自然公園法第20
条第３項各号に該当する行為を行う場合は、
あらかじめ許可を受ける必要があります。当
該許可の基準は、「自然公園法施行規則第11
条各号」及び「白山国立公園管理計画書」
（平成23年10月、中部地方環境事務所）の
「許可・届出等取扱方針」により明確にされ
ており、これらの基準が適用されることとな
ります。
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